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令和 ７ 年 ７ 月 25 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ５４ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県漁業調整規則の一部を改正する規則
 （水　産　課）　１

　　　　人事委員会
○一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を
　改正する規則 １

規　　　　　　　　則

　
石 川 県 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 七 月 二 十 五 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 三 十 三 号

　 　 　

 石 川 県 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
石 川 県 漁 業 調 整 規 則 （ 令 和 二 年 石 川 県 規 則 第 四 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 三 十 七 条 第 一 項 の 表 第 十 九 号 中 「 お き あ さ り （ あ お さ が い ） 」 を 「 こ た ま が い （ 地 方 名 称 お き あ さ り 及 び あ お さ

が い ） 」 に 改 め る 。

　
第 四 十 七 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 

　
前 項 の 規 定 に よ る 命 令 を 受 け た 者 は 、 通 信 の 妨 害 そ の 他 の 当 該 命 令 に 係 る 電 子 機 器 の 機 能 を 損 な う 行 為 を し て は

な ら な い 。

　
第 五 十 五 条 第 一 項 中 「 者 は 」 を 「 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 は 」 に 改 め 、 同 項 各 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に

改 め る 。

　
第 五 十 六 条 中 「 者 」 を 「 と き は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 」 に 改 め る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 七 年 七 月 二 十 五 日

 石

　
川

　
県

　
人

　
事

　
委

　
員

　
会

　石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 一 号

　 　 　

 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　
別 表 第 二 イ の 表 知 事 の 事 務 部 局 の 部 本 庁 の 項 中
「知事室次長

少子化対策監 」
を
「知事室次長

デジタル推進監
少子化対策監 」

に 改 め る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 規 定 は 、 令 和 七 年 七 月

一 日 か ら 適 用 す る 。

人　事　委　員　会

目　　　　　　　　　　　次
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